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経 済論叢(京 都大学)第167巻 第2号,2001年2月

H.フ ー バ ー(HerbertHoover)の

ドイ ツ 報 告(1947年3月18日)と

そ の 歴 史 的 位 置

河 峙 信 樹

は じ め に

第 二次 世界 大戦 中か らア メ リカで は,ド イ ツ経 済復 興 政 策 を め ぐって 数 多 く

の対 立 が 生 み 出 され て きた 。 これ は,ド イ ツ重 工 業 を完 全 に破 壊 しロ ドイ7を

農 業 国化 して し ま う こ とを 目的 とす る ドイ ツ弱 体 化路 線(財 務 省)と ドイ ツ復

興 を ヨー ロ ッパ 復 興 に と って 不 可 欠 と考 え,そ れ を容 認 す る ドイ ツ復 興 路 線

(国務 省,陸 軍 省)の 対 立 で あ った。 財 務 省 に よ って 立 案 され,第 二凍 世 界 大

戦 中 に採 用 さ.れた いわ ゆ る モ ー ゲ ンソー プ ラ ンは,前 者 の路 線 に沿 った 「ドイ

ツ農 業 国化 」 プ ラ ンで あ った。 しか し.こ の プ ラ ンは ドイ ツ経 済 の徐 興 を指 向

す る国 務 省 ・陸軍 省 の巻 き返 しに よ うて1945年7～8月 にか け て 開催 され た ポ

ツ ダ ム会 談 まで に廃 棄 され る こ とに な った ㌔

しか し,そ の後 も アメ リカの ドイツ経 済復 興 政 策 は...一本 化 され なか った 。 ド

.イ ッの 優 先 的 復 興 を訴 える 陸 軍 省,在 独 ア メ リカ 軍 政 府(OfficeofMilitary

G。vernmentForGermany(U.S.),以 下OMGUS.と 略 す)と,ド.イ ツの経 溺

復 興 が他 の ヨー ロ ッパ諸 国 特 に フ ラ ンスー の復 興 に貢 献 しう る よ う に位

置 づ け る こ とに力 点 を置 く国務 省 との対 立 が 存在 した た めで あ る。.この ドイ ツ

復 興 の位 置づ け を め ぐる対 立 は,1946年 か ら47年 にか け て解 決 され,マ ー シ ャ

1)こ こまでの過程 について詳 しくは牧野裕 『冷 戦の起源 とアメ リカの覇権』 御茶 ノ水書房,1993

年,236-262ベ ー ジを参照 。



36〔12呂)第167巻 第2号

ル ブ ラ ンが立 案 され る こ と にな る。

そ して,こ の対 立 が 解.決され,マ 〒 シ ャル.プラ ンへ と至 る最終 局 面 に お い て

実 施 さ れ た の が 共 和 党 元 大 統 領H.フ ー バ ー に よ る ドイ ツ訪 問 と そ の 報 告

(1947年2月 一3H)で あ った 。

こ の フ ーバ ー に よ る ア メ リカ の ドイ ツ経 済復 興 政 策 に関す る報 告 に対 す る評

価 は 「 方 向 に分 け る こ ≒が 可 能 で あ る。.一つ は,国 務 省 に 残 存 す る モ ー ゲ ン

ソー プ ラ ンの 影響 力 に 対す る ドイ ツ復 興優 先 派 か らの最 後 通 牒 と して,国 務 省

に よ.るマ ー シ ャル プ ラ ン立 案 に 間 接 的 に影 響 を与 え た とい う評 価 で あ る%も

う一 つ は,フ ー バ ー報 告 は ドイ ツ以 外 の 西 ヨー ロ ッパ諸 国 との対 立 を招 く構 想

で あ った た め に,国 務 省 に対 して イ ンパ ク ト.を与 え る こ とが で きなか った,と

い う評価 で あ る%こ う した評 価 の分 裂 は なぜ 生 じるの で あ ろ うか 。

フー バ ー報 告 そ れ 自体 は,ア メ リ カの ドイ ツへ の援 助 が,ア メ リカの 納 税 者

に過 大 な負 担 を与 え て い る状 況 を批 判 し,ド イツ重 工 業 を中 心 に ドイ ツを優 先

的 に か つ急 速 に復 興 させ る こ と を訴 え る内容 で あ った 。 そ.して,こ の 内容 は,

当 時 ドイ ツの優 先 的 復 興 を唱 え て い た 陸軍 省 及 びOMGUS.の 主 張 に 沿 っ た も

の で あ った。 ここ まで は,す べ て の研 究 が 一 致 した 結 論 を 出 して い る.。問題 と

な る の は,こ れ 以 降 の評 価 で あ る。 つ ま.り,フ ー バ ー 報 告 に対 して,国 務 省 が

いか な る評 価 を持 ち,い か に対 応 した のか ,ζ い う問題 の評 価 で あ る。

で は,フ ーバ ー報 告 は,い った いい か な る イ ンパ ク トを ア メ リカ の対 外 政 策

に お け る立 案 主体 で あ った 国務 省 に対 して 与 え た の か,ま た与 え なか った のか 。

与 え なか った の で あ れ ば,フ ーバ ー報 告 の 何 が批 判 さ れ た のか 。 これ らの 点 が

明 らか に され て こそ,フ ーバ ー報 告 に対 す る評価 を確 定 す る こ とが 可 能 と な る。.

2)フ ー バ ー 報 告 の 影 響 を 重 視 す る先 行 研 究 と して は.以 下 め もの が 挙 げ られ る。 」,Gimbel.勲8

0rigin`ゾ.MarshallPlaqStanfordUniversityPress、1976.,牧 野,前 掲 書,第 六 章,真 鍋 俊 二

「ア メ リカ の ドイ ツ 占領 政 策 】 法 律 文 化 社.1989年 。

3>こ の 立 場 に立 つ 先 行 研 究.と して は,C.Ei5eaberg,DrawingtheLine:TheAmerimnIJeevmrz

加D蹴 漉G仰 閲 ηyμ944-1'」49,CambridgeUniversityPress,1996.,S.Jaじkson,"Prologueto

theMarshallI'】an:TheOriginsoftheAmericanCommihnenttoEuropeanRecovery;'Jou..1

ヴ通 陥.rnaHistory,65,March1979.,安 野 正 明 「アメ リ 方の ドイ ツ占 領 」(油 井 大;郎 ・中柱 政

則 ・豊 卜.楢彦 編 「占 領 政 策 の 国 際北 側 三省 堂,1994年)220-243ベ ー ジな どが あ る。
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本 稿 で は,こ れ ま で の研 究 史 に お い て そ れ ほ ど詳 し く検 討 さ れ て こ な か っ た 以

上 の 点 の 解 明 を 課 題 とす る 。

以 下 で は,ま ず 第1節 に お い て フ ー バ ー ・ ミ ッ シ ョ ン の 実 現 過 程 と そ の 調 査

結 果 を ま と め た 報 告 書 の 検 討 を行 う 。 次 に 第H節 に お い て,ト ル ー マ ン 政 権 内

で の フ ー バ ー 報 告 の 検 討 過 程 を 分 析 す る 。 最 後 に,フ ー バ ー 報 告 の 歴 史 的 位 置

を 論 じ た い 。

な 粘,本 稿 で は,ア メ リ カ 国 立 資 料 館(NationalArchivesII,CollegePark,

MD)所 蔵 の 国 務 省 関 連 文 書(RecordGroup59)の 中 か ら,Recordsofthe

Officeof.theAssistantSecretaryofStateforOccupiedAreas,.1946-1949,

Box4,FolderCorrespondenceを 使 用 し た(こ のFolderに 収 録 さ れ て い る 資

料 に つ い て は,末 尾 にNARAと 表 記 す る)。.重 た,HerbertHooverPresiden-

tialLibraryに よ っ て 編 纂 発 行 さ れ た.資 料 集Edited.withcommentaryby

TimothyWalchandDwightM.Miller,HerbertHooverandHarry

痂 規研.ADocumentaryHistory,Wyoming,1992.(以 下Hooverと 略 す)も

使 用 した 。

1フ ーバ ー に よ る ドイツ ・ミ ッシ ョンの 起 源 と その ドイ ツ報 告

1フ ーバ ーによ る ドイツ ・ミッション

フー バ ー によ る ドイツ.・ミ ッシ ョンが 企 画 さ れ た の は,1946年11月 の 中間 選

挙 にお い て,共 和 党 が 勝 利 し,こ れ に よ り1947年 か ら 開始 され るX80議 会 に お

.い て,共 和 党 が 上 下 両 院 で 多 数 派 を 形 成 す る こ とに な った こ と を契 機 とす る。

議 会 が,上 院外 交 委 員 会 や 予 算 の 審議 な どを 通 じて,対 外 政 策 の 実 現 に対 して

大 きな影 響 力 を持 つ ア.メリカで は,政 権 が対 外 政 策 を 円滑 に実 施 す るた め に は

議 会 の 同意 を獲 得 す る こ とが 不 可 欠 で あ っ た㌔

の 中間選挙の結果 は以下の とお り.下 院:共 和党245,民 主党188.そ の他.1,卜 院:共 和党51,

民孟.党45,そ の他D。 ア メリカにおいて議会が対外政策において果たす役割 に関 して詳 しくは浅

川公紀 「アメリカ大統領 と外 交システム』勁草書房,2001年 乳189-263ペ ー ジを参照。
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こ の 状 況 に 対 し て 反 応 した の が,陸 軍 長 官R.パ タ ー ソ ン(RobertP ,

Patterson)で あ っ た。 パ ター ソ ンは,翌1947年1月7日 ,フ ー バ ー に対 して

ドイ ツの 食 糧 問題 の調 査 を依 頼 した。 共和 党 の 重鎮 で あ った フーバ ー の協 力 を

獲 得 す る こ とに よ ゲ(,陸 軍 省 が 遂 行 しよ う と して い る ドイ ツ政 策 に対 す る議

会 の 同 意 を獲 得 しよ う と した の で あ った 。 この依 頼 に対 して,フ ー バ ー は以.ド

の 受 諾 条 件 を提 示 した。 それ は,(1〕 ドイ ツ の食 糧 問題 の 調査 に対 象 が 限 定 さ

れ るべ きで は ない,四 占 領 地 区全 て を 含 め た経 済 状 況 の調 査 を 実行 しな けれ ば

有 効 な 政 策提 言 を 行 う こ とはで きな い,② 大 統 領 か ら の 直接 の リ クエ ス トが

あ り,全 て の 政 府機 関 の協 力 が得 られ るの で な けれ ば受 諾 で きない,と い うも.

の で あ った5}。

この 条 件 提 示 を受 けた パ ター ソ ン は,1月16日 に トル ー マ ン に対 して フー

バ ー の 意 向 を 伝 え,協 力 を要 請 した 。 そ れ に応 じた トル ー マ ン4tl月18日 に

フー バ ーへ 書 簡 を送 った 。 そ の 中で ,ト ル ー マ ンは フー バ ー に ドイ ツ訪 問 を 要

請 し,.そ の 調査 範 囲 に関 して は,「 食料 とそ れ に付 随 す る問題 」 で あ る と述 べ

た。 これ は,フ ー 容 一 が 求 め て いた 調 査 対 象 の 拡 大 と完全 に対 応 した もので は

なか った%

フー バ ー は,1月19日,ト ル ーマ ンに 対 して書 簡 を送 付 し,ド イ ツ人 へ の 食

糧援 助 が,ア メ リカ の納 税 者 に負 担 を 与 え続 け て い る状 況 を指 摘 し,こ の状 態

に対 して有 効 な政 策 提 言 を なす た め に は,ド イ ツが 経 済 的 に 自立 ナ るた め の 能

力 の調 査 も行 わ な けれ ば な らな い,と 述 べ 自 己 の ミ ッシ ランの 調査 対 象 の拡 大

を要 請 す る と同 時 に トル ー マ ン との面 会 を求 めた η。

この フ ーバ ー の 要 請 に基 づ き,.‡ 月22日 ,ト ルー マ ン と フー バ ー の会 談 が 行

わ れ た。 しか し,結 局 ミ ッシ ョンの 対 象 に 関 して は,「 食 料 とそ れ に付 随 す る

問 題 」 とさ れ た 。 しか し,長 期 的 な観 点 も含 め て検 討 す るや とい う留 保 が付 け

5)」.Gimbe1,rり).δ 産、PP.180-182.

6)「 トル ・一マ ン か ら フ ー バ ー へ 」 〔1947 .1.18.Hoover,pp.98-99}。

7)「 フ ・一パ ー か ら トル ー マ ン へ 」(1947 .1.19,H6〔'τ ・6Fうp,99)。
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加 え られ る こ とに な り,フ ー バ ー の要 求 も一・定 認 め られ る形 に な った㌦

そ して,フ ー バ ー は1月30口 に 国務 省 の 官 僚 ら と会談 を行 い,ド イツの情 勢

につ い ての 情 報 を 収 集 し,2月2日 ドイ ツへ と旅 立 っだ}。

2フ ーバー ・ドイツ報告の内容

フーバ ー は,1947T-2月23日 に ニ ュ ー ヨー クへ と帰 国 した 。 そ して,帰 国後

トル ー マ ンに対 して,調 査 の 結 果 を ま とめ た報 告 書 を3種 類 提 出 す る 。第1報

告 「ドイ ツ農 業 と食 料 の 必 要 性 」(1947年2月26日 提 出),第2報 告 「オー ス ト

リアゐ 農業 と食 料 の 必 要 性 」(1947年3月8日 提 出),第3報 告 「ア メ リ カの納

税 者 を援 助 の重 荷 か ら解 放 す るた め に,ド イ ツ の輸 出 を促 進 し,ヨ ー ロ ッパ経

済復 興 を成 し遂 げ る に必 要 な諸 措 置 」(1947年3月18日 提 出)で あ る10)。

これ らの3つ の報 告 の うち,ト ルー マ ン政権 の ドイ ツ政 策 全 体 を再 検 討 し,

新 しい ドイ ツ政 策 の提 言 を行 って い るの が 第3報 肯 で あ る。 そ の ため,後 の ト

ル ー マ ン政 権 内 で の検 討 も この第3報 告 を 中 心 に行 わ れ た。 以 上 の こ と を踏 ま

え て,こ こで は,こ の 第3報 告 の 内 容 を 中心 に考 察 して い く(以 下,「 フー

バ ー報 告 」 と は全 て,第3報 告 を指 す)。

① イ ン トロ ダ ク シ ョン

フ ー バ ー は こ こで,こ の 報 告 の課 題 を述 べ る 。 そ れ は,〔1)ド イ ツへ の 食 料

8〕 「トル ーマ ン との 会議 に 関す る フ ー バ ーの メモ 」(1947.1.22,H加 τ罵p,10Q>。 フ ーバ ー はそ の

ス テ ー トメ ン トで 「私 の ミ ッシ ョ ンは次 の2,3ヶ 月 とい う短期 的 な ドイ ツ 人達 の食 料 の 必 要 性

を決 定 す る とい う こ とよ り も,む し ろ 長期 的 な 範 囲 の 研 究 を行 う もの で あ る」 と述 べ て い る。

「フ.一バ ー に よ る ステ ー トメ ン ト」(1947.1.22,Hoover,p.100)∩

9)「 フー バ ー の ドイ ツ ・ミ ッシ ョ ン」(1947...1.30,NARA)。 こ こで は.フ ー バー の ドイ ツで の

行 動 につ い て は詳 述 しない 。 た だ し,フ ー パ ・一が ドイツ現 地 に お い て.OMGUS長 官L.ク レ イr

(Luciu5Clay)と 接 触 し,後 の 報 告 に お い て そ の見 解 を 多 く採 用 した こ と は記 憶 してお くべ き こ

とで あ るpこ の 点 を 想 起 す れ ば,陸 軍省一 〇MGUSと い う ア メ リ カ政 府 内 で の 「ドイ ツ優 先 復

興 論 」の 環 の 中 に フー バ 〒 が 存.在 して お り,そ の強 力 な援 軍 と して の 役 割 を期 待 さ れ て い た こ と

が 明 瞭 とな ろ う。 詳 し くは,真 鍋,前 掲 書,132-137ペ ー ジを 参照 。

10)本 稿 で は,こ れ ら 三 報 告 の テ キ ス トと してD.Merrilled.,恥`π ㎜ 加刎Hf∫ ω瑠 αf直雇7盈.

脚 π 働 鰭 ゆ 物'・ 耀1a外 励'fぬ ・9εゐ・M・ 勲 記P伽1餌7-1948,UniversityYubli・ ・ti。ns

ofAmerica,1996.(以 下DH「1'Pと 略 す)所 収 の もの を使 用 した。 第 一 報 告pp.27-48,第 二 報 告

PP.58..70,第 三 報 告pp.76-94に 収録 さ れ て い る。
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援 助 に と もな うア メ リ カの 納 税 者 の負 担 の軽 減,(2)ヨ ー ロ ッパ 復 興 の 実 現,

とい う二 つ の課 題 を達 成 す る政 策 を提 案す る こ とで あ る。 前 者 は ,ド イ ツ復 興

.に と もな う輸 出 の 増 加 に よる外 貨 獲 得 に よ っ て解 決 され ,後 者 も,ヨ ー ロ ッパ

の復 興 が ドイ ツ経 済 の 再建 と リ ン ク してい る こ とか ら,ド イ ツ復 興 に よ っ て解

決 す る。 つ ま り,ド イツ復 興 の必 要 性 が,ア メ リ カ納 税 者 の負 担 の軽 減 と ヨー

ロ ッパ 経 済 の 再建 の 二点 か ら指 摘 され てい る。

.② フー バ ー報 告 の前 提

フー バ ー は,自 己 の報 告 が 前 提 と して い るア メ リカの ドイ ツ政 策 の 目的 につ

い て 論 じた 。 そ れ は以.卜'の6点 で あ る。〔D統 一さ れ ,連 邦 制 に基 づ い た ドイ

ツ が建 国 され る こ と を望 む,.〔2)非 ナ チ 化,(3)ド イ ツの非 武装 化 の徹 底 ,侵 略

戦 争 の 防.IE,㈲ ド.イッの 非 武 装 化 を徹 底す る た め の国 際 的 保 証 ㈲ ヨー ロ ッ

パ経 済 の 再 建 と ドイ ツ にお け る民 主 主 義 の 定着
,(6)ア メ リカ は納 税 者 の 負 担

の軽 減 と ヨー ロ ッパ復 興 を もた らす よ うな ドイ ツに 関す る条 約 以 外 には 調 印 し

ない 。 以 上 の前 提 の ドで,フ ーバ ーは,ド イ ツの経 済 問 題 を,長 期 的 か つ ,よ

り広 い経 済 政策 と,米 菓 占領 地 区 で の 当面 の 問題 へ の 対 処 に分 割 し,そ れ ぞ れ

に つ い て 自己 の分 析 を披 露 した 。

③ 経 済 問 題 へ の長 期 的観 点

ここで は,戦 争 被 害,国 境 の変 更 ,プ ラ ン トの 除 去,戦 争 潜 在 力 を形 成 す る

産 業 に対 す る連 合 国 の政 策 の影 響 が 論 じられ る。 そ の 中で ,特 に ドイ ツ復 興 に

対 す る制 限 とされ てい るの が,連 合 国 の ド.イツに対 す る経 済政 策 で あ る。 つ ま

.り,「 賠 償 」 や ドイ ツの 「戦 争 潜 在 力 」 の 破 壊 とい う名 目で,平 和 産 業 の プ ラ

ン トが 破 壊 され,大 規 模 な 撤 去 が ,「軽 工業 」(消 費 財 を生 産 して い る),「 重 工

業 」(資 本財 を 生産 して い る)の 両 方 で 行 わ れ て い る と,フ ー バ ー は 分 析 した 。

そ う した 政 策 の 中 で,特 に フ ーバ ーが 問 題 祝 した の が 「工 業 水 準 」 とい う概

念 で あ る。 フー バ ー に よ る と,こ の概 念 は,ケ ベ ッ ク会 談(194449月) ,や

占領 政 策 の 指 針 で あ るJCS1067な どで使 用 され て い る 「田 園 国 家」 とい う概

念 が ポ ツ ダム 会談 を経 て衣 更 え し,1946年3月26日 に合 意 され た 工業 水 準 協 定

'
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の 中で 成 立 した もの で あ った 。 そ して,こ の 概 念 の一ドで,多 くの生 産 が ,特 に

重 工 業 を中 心 に制 限 さ れ て い る 。 それ は,ド イ ツが軽 工業 中心 に輸 出 を行 う こ

とで必 要 な 食 料 や 一次 産 品 を十 分 に輸 入す る こ とが で きる と想 定 さ.れて い るた

め で あ る。

で は,こ の 工 業 水準 概 念 は なぜ,誤 って い るの で あ ろ うか 。 フー バ い に よ る

と,そ の 理 由 を3点 挙 げ る こ とが 可 能 で あ る。

口)重 工 業 は 戦前,ド イ ツ の輸 出 の60-70%を 占 め て いた 。 しか し,現 在 の工

業水 準 の も とで,.こ の大 部 分 は消 え去 って しま った 。 そ の た め,原 綿 や 鉄 屑

とい っ た原 材 料 の一 次 産 品 を 輸 入 しな けれ ば な らない ドイ ツは ,軽 工 業 の輸

出 に よ って,輸 入 の 大 部 分 を 補 わ な け れば な ら な くな った 。つ ま り,想 定 さ

れ て い る こ と は,ド イ ツは軽 工 業 と,石 炭 や カ リ等 の ・次 産 品 の輸 出で 食 料

や そ の他 の 必 需 品 の 輸 入 を補 え る,と い う こ とで あ る。 しか し,こ れ は2つ

の理 由か ら完全 に無 効 で あ る。 まず,た と え,軽 工 業 に全 く被 害 が なか った

と しτ も,そ れ は不 ロ∫能 で あ る。 軽 工 業 で全 て の輸 入 を補 お う と した 場 合,

戦 前 の レベ ルへ の復 活 だ けで は な く,戦 前 よ りもよ り大 きな装 備 が 必 要 とさ

れ る。 加 え て,こ れ らの産 業 の拡 大 は,戦 争 に よ っ て それ ほ ど被 害 を 被 って

い な い残 りの世 界 との消 費財 分 野 で の競 争 に巻 き込 まれ る。

働 工業 水 準 概 念 は,残 りの ヨー ロ ッパ の必 要 性 と.の関 わ りで.も検 討 さ れ な け

れ ば な らな い。 ドイ ツは1世 紀 の 間,ヨ ー ロ ッパ の 資 本 財 生 産=重 工 業(工

作 機 械 鉄 道,電 機 な ど)の 中心 で あ った。 他 の ヨー ロ ッパ諸 国 は,そ う し

た製 品 が 戦 争 の被 害 か らの復 興 のた め に は絶 対 的 に必 要 で あ っ た。 つ ま り,

ヨー ロ ッパ 諸 国 の 重工 業 設 備 は戦 前 か らの ドイ ツ製 で あ り,.こ れ ら を修 理 す

るた め の 部 品 を調 達 す る こ とが で きない 。 ま た,他 の諸 国 の立 場 か らい えば,

ドイ ツ軽 工業 の拡 大 は ヨー ロ ッパ の 残 りの 国 の軽 工業 との競 争 にな り,そ れ

ら を傷 つ け る恐 れ が あ る。 一 方,重 工 業 の生 産物 は ヨー ロ ッパ復 興 の た め に

不 可 欠で あ る。

(3)ド イツが 他 の ヨー ロ ッパ 諸 国 に と って の市 場 で あ る こ と も忘 れ て は な らな
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い 。 トル コは輸 出 の半 分,ギ リシ ャは3分 の1の 輸 出 を ドイ ツ に依 存 して い

た 。 ドイ ツ重 工 業 が 制 限 され,復 興 が 達 成 さ れ な い状 況 下 で の 市 場 の損 失 は,

我 々 に援 助 負 担 一 ギ リシ ャ ・ トル コ援 助法 一 一 とな っ て はね か え って きて

い る。

以 卜3点 の理 由か ら フ.一バ ー は ドイ ツ重 工 業 の再 建 の必 要 性 を力 説 す る。 し

か し,こ の 政策 に対 して は,ド イ ツ重 工 業 の復 活 コ ドイ ツ軍 国主 義 の 復 活 とみ

ド なす 立 場 か ら
の批 判 が あ りえ よ う。 これ に 対 して,フ ー バ ー は近 代 戦 にお い て

は,地 球 上 の.全て の産 業 が 「戦 争 潜 在 力 」 を持 つ,そ の た め,問 題 は.工業 水準

で は な く,ド イ ツ にお け る ミリ タ リズ ムそ れ 自体 を 一掃 で きるか ど うか で あ る,

と論 じた 。 フー バ ー に よれ ば,ミ リ タ リズ ムが 除 去 さ れ る な らば,何 の危 険 も

ない ので あ る。

④ 占領 地 区 にお け る問題

こ こで は,こ れ まで の分 析 を受 けて,米 菓 地 区 に お.いて,現 物 賠 償 に よ る プ

ラ ン トの撤 去,工 業.水準 概 念 を取 りや め る こ とが 主 張 さ れ る 。 そ して,重 工 業,

軽 工 業 を とわ ず,.武 器 で は な い商 品 を生 産 す る こ とに よ って,ド イ.ッ復 興 が 成

し遂 げ られ,ア メ リカの納 穫 者 の負 担 が 軽 減 され る こ とに な る 。 フ.一バ ー に よ

れ ば,仏 ソが,ポ ツ ダ ム協 定 を遵 守 してい ない 状 況 下 で,我 々 も工業 水 準 の協

定 を遵 守 す る必 要 な ど ない の で あ る。

要 す る に,フ ー バ ー 報 告 の内 容 を 要約 す る と,「 工 業 水 準 概 念 の 下 にあ る ド

イ ツは,も し も飢 え る こ とが 許 され な い な ら,他 の 諸 国 の 納 税者 の多 年 にわ た

る支 出 に帰 結 す る。 一 方,も し,ド イ ツ軽 工 業 が,自 立 す る よ うに打 ち立 て ら

れ るな ら,ド イツ は ヨー ロ ッパへ の脅 威 とな るで あ ろ う。 も し,重.工 業 が 機 能

す る.ことが許 され る な ら,ド イ ツは輸 出能 力 を獲 得 し,ヨ ー ロ ッパ復 興 へ の資

産 とな るで あ ろ う」1Dと い うこ とに な る。

以 ヒ見 て きた よ うに,こ の フー バ ー報 告 は全 体 と して,モ.一 ゲ ン ソー プ ラ ン

の残 滓 で あ る賠 償 に よ る工場 の撤 去や 工 業 水 準 とい った 概 念 で,ド イ ツ重 工 業

11)DHTP,p.91.
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の復 活 を制 限 して い る ア メ リカの ドイ ツ政策 が,ド イ ツ復 興 を遅 らせ て お り,

そ れ に よ っ て,ア メ リ カの 納税 者 の負 担 が不 当 に増 大 させ られ,ヨ ー ロ ッパ 復

興 も実 現 さ れ て い な い と主 張 す る も ので あ った 。 これ は,陸 軍 省,OMGUS

が 主 張 す る ドイ ツ優 先 復 興 論 を 「納 税 者 の 論 理 」12」に よ っ て 強 化 す る 内 容 で

あ っ た。 こ の点 に フー バ ー 報告 の特 徴 が あ っ た。 これ に対 して,ト ル ー ヤ ンの

側 近 や 国務 省 は どの よ うに 応 じた のか1㌔.

11政 府 内 で の フ ーバ ー ・ ドイ ツ報 告 の検 討

1ポ ー レーによるフーバ ー報告の検 討

1947年3月18日 に提 出 され た フー.バー報 告 を..一読 し,ト ルー マ ンはそ の 内容 の

検 討 を前 連 合 国賠 償 委 員 会 ア メ リカ代 表E,ポ ー レー(EdwinW.Pauley)に 命

じだ ㌔ ポ ー レー は,フ ー バ ー報 告 に 関す る メモ ラ ン ダム を作 成 し,4月 ユ5日に

トルー マ ンに提 出 しだ ㌔ こ の ポー レー の.メモ ラ ン ダム は,フ ー バ ー報 告 の 中心

的 論 点 ドイ ツ重.[業 の全 面 的 な復 活 を全 面 的 に批 判 す る もので あ った 。

ポ ー レー は,フ ーバ ーが 報 告 を作 成 す るに 当 た って前 提 と して い た ア メ リ カ

の ドイ ツ政 策 の 目的16}につ いて 同意 を示 した。 そ して,フ ー バ ー の 提 案 に つ い

て,彼 の 「エ ンジ ニ ア」17)として 経 産 を反 映 して,ヨ ー ロ ッパ復 興 問.題へ の最

12)「 納 税 者 の論 理 」 に つ い て 詳 し くは 安 野,前 掲 論 文,225-23dペ ー ジ を参 照 。

i3>ト ル 「 マ ンは さ しあ た り,フ ー バ ー に 対 して 、 そ の貢 献 を感 謝 す る手 紙 を 送付 して い る 。 しか

し,報 告 の 中 で 触 れ ら れ て い る 問 題 に対 して は 何 の 言 及 も して い ない 。 「トルー マ ンか ら7一

バ ーへ 」(1347 .3.24,Hoover,y.109)。

14)ト ルー マ ン政 権 に よ る フー バ ー 報告 の検 討 は これ のみ で は ない 。3月13Hに7一.バ ー を招 い て

そ の 恋 見 を 聴 取 す る 会 談 が 行 わ れ て い る。 出 席 著 は,商 務 長 官A.ハ リ マ ン(Averel】W.

Harri皿an),陸 軍 長 官 パ ター ソ ン,海 軍 長.官J.フ ォ レ ス タ ル(JamesV.Foπes加1),国 務 長 官

代 理D.ア チ ソ ン 〔DeanAche冊n)な どで あ る。 この 会 談 の 内容 に 関 して ア チ ソ ンは モ ス ク ワ

外 相 会 談 出 席 中 の国 務 長 官G.マ ー シ ャ ル(GeorgeMarsha】pe一 対 して メモ ラ ン ダム を 送 付 し

てい る。 こ の中 で アチ ソ ンは,フ ーバ ー報 告 を 「何 ら新 しい 知 見 を 与 え る もので は ない 」 と して

い る.「 ア チ ソ ンか ら マ ー シ ャ ル へ 」(1947.32ωUnitedStates,DepartmentofState,Foreign

Rθ 伍々o'「5qブ`ゐ6{ノηゴ躍45砿 琵∫194ZVDI.II,PP.394..395.

15)「 ポー レー か ら トル ー マ ンへ」(1947.4.15,NARA)。

16).前 述 第1節 第2項 の 「② フ ー バ ー報 告 の 前提 」 を 参 照 。

17}こ れ は,フ ・一バ ・一が 第 一次.世 界大 戦 後,商 務 長 官 と して 政.界 入 りす る以 前 に,鉱 山技 師 と して

働 い て い た とい う事 実 を 指摘 して い る。
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短 の ア プ ロー チ を提 起 した もので あ る,と 評価 した 。 しか し,そ の提 案 され た

計 画 が,将 来 の安 全 を保 証 す る と考 え る こ.とが で きな い と述 べ,そ の 理 由 を以

下 の5点 にわ た って 論 じた 。

① フーバ ー氏 の重..L業復 活 の提 案 の受 け入 れ ば,.ド イ ツが 戦 争 以前 に掌 握 し

てい た産 業 界 で の 支 配 的 地位 を復 活 させ て レま う。競 争 相 手 の 隣 国 が戦 争 に

よ っ て弱 体 化 して い る だ け に な お さ らで あ る。 これ は ,直 接 的 な結 果 と して,

長 期 的 に ドイ ツの 軍 事 的復 活 を確 実 にす る。

② ドイ ツ重.1業 の 強力 さが 他 国 経 済 を 支配 す る能 力 の基 礎 とな って い る。 重

∫.L業製 品 は現 金で は な く,信 用 を通 じて 売買 され る。 そ のた め ドイ ツ重工 業

の復 活 は,周 辺 国が ドイ ツ に対 す る債務 国 とな る こ とを必 然化 させ る。

③ ドィ ッ の余 剰 プ ラ ン トを侵 略 を受 け た諸 国へ と移 動 す る こ とは,ポ ツ ダム

協 定 の基 礎 的 な 目標 で あ る。 これ に よ っ て,戸 一 口 ッパ を ドイ ツ産 業 に よ る

支 配 か ら解 放 す る こ とが で きる 。 それ に,米 菓 占領 地 区か らの プ ラ ン トの 撤

去 は ドイ ツの復 興 を 遅 らせ る ほ ど巨 人 な もの で は な い。

④ フ ーバ ー氏 は,ア メ リカ の納 税 者 の負担 を強調 してい る。 これ は 早 期 に 解

決 し な けれ ぼ な らな い問 題 で あ る。 しか し,我 々 は,ヒ トラー に 率 い られ た

ドイ ツの 台頭 に対 して何 ら税 金 を支 出 して い ない 。 さ らに」 よ り重 要 な の は

今 永続 的 な 平和 を構 築 す るた め に.支払 ってい う コ ス トは,次 の戦 争 に よ っ

て必 要 とされ る コ ス トよ りも少 な い,と い.うこ とで あ る 。

⑤ フ ーバ ー氏 は,「.工 業 水 準 」 の概 念 に ドイ ツ復 興 が 遅 れ て い る理 由 を押 し

付 け てい る。 しか し,現 在 の ドイツの 工 業 水 準 は,こ の制 限 され た レベ ル ビ

さえ 達 して い な い。 これ は,工 業 水準 に よ って ドイ ツ復 興 が 遅 れ て い るの で

は な い こ とを示 して い る,復 興 が 遅 延 して い る真 の理 由 は ,一 次 産 品 の不 足,

人材 不 足 な ど.であ る。 ま た,工 業 水 準 が将 来 の ドイ ツ経 済 に と って十 分 か ど

うか は議 論 が あ るが,だ か ら とい っ て工 業 水 準 の 改訂 とそれ の撤 廃.との間 に

は大 きな違 い が 存在 す る 。

以 上 が ポ 「 レー に よ る フ ーバ ー報 告 の 検 討 で あ る。 ポ ー レー は,工 業水 準 や
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賠 償 撤 去 とい った現 在 の ドイ ツ政 策 を,ド イ ツに よる ヨー 白 ッパ 支 配 復 活 の 防

止 とい う観 点 か ら完 全 に擁 護 した。 加 えて,納 税 者 の負 担 につ い て は 戦 争 防1.E

の コ ス トで あ る と して,そ れ を正 当化 した 。

た だ し,ポ ー レーの 検 討 で は,現 在 の ドイ ツ政 策 を遂 行 した 上 で,ヨ ー ロ ッ

パ復 興 を い か に成 し遂 げ て い くの か ,と い う点 が 示 さ れ て い な い 。 つ ま り,

フー バ ーが 「ドイ ツの優 先 的復 興 → ヨー ロ ッパ 復 興 」 とい う図式 を示 して い る

こ とに対 して,対 案 を対 置 す る こ とはで きて い な い 。 この 点 を補 った のが ,ト

ル ー マ ンの 側 近 で あ ったJ.ス テ ィー ル マ ン(JohnR .Steelman)で あ った

ス テ ィー ルマ ンは.こ の トルー マ ンに提 出 さ れ た ポ ー レー の メ モ ラ ンダ ム を,

フー バ ー報 告 と比 較 検 討 し,そ の 結 論 を トル ー マ ンに対 して,4月 ユ8目に提 出

した1%

ステ ィー ル マ ンは,フ ー バ ー 報 告 とポ ー レー ・メ モ ラ ン ダ ム をそ れ ぞ れ 要約

した後,.自 己 の 評 価 を披 瀝 した 。 そ の 中で,ス テ ィ ー ルマ ンは ,フ ー バ ー報 告

を 明確 に拒 絶 し,自 分 は ポ 」 レー の見 解 に完 全 に同 意 して い る こ とを表 明 す る。

そ して,特 に7今 後 と られ る べ き ア メ リカの ドイ ツ政 策 へ の提 起 と して賠 償 政

策 につ い て コメ シ トを加 え た。

ステ ィー ル マ ンに よ る と,ヨ ー ロ.ッパ復 興 の最 大 の 困難 は,政 治 ・経 済 的不

安 定 さ で あ り,そ れ は賠 償 問 題 が 最 終 内 に解 決 され る こ とで 解 消 され る。 そ し

て,こ の 間:題の解 決 は,モ ス ク ワ外 相 会談(1947年3月12日 ～4月24日)で は

不 成 功 に終 わ りつ つ あ るが,ア メ リカ が単 独 で,も し くは イギ リス と共 にそ の

解 決 に取 り組 む こ とが 可 能 で あ る,と 主 張 した 。 な ぜ な ら,ポ ツ ダム協 定 で 規

定 され てい る ドイ ツの経 済 的統 一 の原 則 が,ソ 連 に よ って遵 守 され てい ない 状

況 で,ア メ リカが ポ ツ ダム の賠 償協 定 を遵守 す る必 要 もない か らで あ る。

ステ ィー ル マ ンは賠 償 問 題 の処 理 と して,現 在 西 側 地 区 にあ るloo-800の プ

ラ ン トを,連 合 国 間 賠 償 機 関(lnter-AlliedReparationsAgency)に 代 表 を

送 って い る18の 諸 国(ソ 連 は 含 まれ な い)に 対 して 与 え る こ とを提 案 した。 そ

18)「 ス テ イ ・一ル マ ン か ら ト ル ー マ ンへJ(1947 .4.18,NARA〕 。
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して,こ れ が 決 定 さ れ れ ぽ,大 統 領 が ヨー ロ ッパ復 興 の た め の生 産 計 画 や復 興

の手 段 を話 し合 うた め に,個 人的 な代 表 を送 る こ とが 可 能 に な る と主 張 した 。

そ して,「 フー バ ー 氏 の 提 案 に沿 っ た ドイ ツ復 興 へ の ア プ ロ ー チ以 外 の 方法 を

行 わ な けれ ば な らな.い」 と フーバ ー報 告 の 内容 を否 定 した 。

この ス テ ィー ル マ ンの メ モ ラ ン ダム はポ ー レー の メ モ ラ ン ダムを 踏 ま え た 上

で,今 後 の.アメ リ カの対 ドイ ツ政 策 と して賠 償 問 題 を早 急 に解 決 し,そ の 上 で

ア メ リ カ.が,ヨ ー ロ ッパ 全体 の復 興 に対 して イニ シ ア テ ィブを と る こ とを 主 張

してい た 。.

この メモ ラ ン ダム は ポ ー レーの メモ ラ ン ダム と と もに国 務 省 へ と送 られ,そ

こで 再 び検 討 に付 され,ト ル ーマ7に 対 す る最 終 的 な メモ ラ ン ダム が作 成 さ れ

る こ と にな る。

ひ

2国 務省に よる検討

ス テ ィー ル マ ン とポー レー の メ.モラ ン ダム は国 務 省 へ と送付 さ れ た。 こ の メ

モ ヲ ン ダ4を,マ ー シ ャ ル は,ユ947年5月9日 に 国 務 省 顧 問.B.コ ー エ ン

(BenjaminC・hen)に 渡 し,そ の 再 検 討 と大 統 領 へ の メ モ ラ ンダ ム の作 成 を命.

じた。 そ して,コ ー エ ン はス テ ィー ル マ ン とポー レー の メ モ ラ ンダ ム,及 び 自

己 の見 解 を披 瀝 した メモ ラ ン ダム を作 成 し,ア チ ソ ン ら国務 省 首 脳 に議 論 の た

め に配 布 した凪%

ここで,若 干 コー エ ンの メモ ラ ンダ ムの 内 容 に つ い て見 て お くと,そ の 主 張

は以 下 の4点 に ま とめ られ る。

① フ ー バ ーの賠 償 停.IEの 提 案 は,ボ ツ.ダム協 定 に違 反 してい る,と い うポ ー

レー とス テ ィー ル マ ンの見 解 に同 意 す る。 フ ラ ンスや 他 の ヨー ロ ッパ 諸 国 の

復 興 を ドイ ツ復 興 よ り も重 視 す るの で あ れ ば,ド イ ツ に は過 剰 な 設備 が存 在

す る。

19)「 コ・一エ ンか ら ア チ ソ ンへ 」 〔19475.9,NARA),「 コー エ ンに よ る メ モ ラ ン ダム 」 〔1947、5.9,

NARA)。

■L.
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② ア メ リ カはす で に モ ス ク ワ外 相 会 談 に お い て,工 業 水 準 の 上 昇 に 同 意 して

い る。 この..ヒ昇 は,ド イ ツの必 要性 とい う観 点 か らだ けで は な く,他 の ヨー

ロ ッパ諸 国 の必 要 性 とい う観 点 か ら も考 慮 して 決 定 され た 。

③ フー バ ー報 告 には 同 意 しな い。 しか し,我 々 が ドイ ツの 平和 」:二業 を不 当 に

制 限 し,復 興 を遅 らせ て い る とい う印 象 を与 え な い よ うに しな けれ ば な ら な

い 。 しか し,こ の 問題 も,工 業 水 準 の 上 昇 に よ って解 決 さ れ て い る。

④ 賠 償 問題 か ら離 れ て,ヨ ー ロ ッパ 全体 の復 興 に つ い て考 え な けれ ば な らな

い 。今 や 「よ り大 規 模 か つ 創 造 的 な計1剛 が必 要 とされ て い る。

以.ヒが コー エ ンの メ モ ラ ン ダ ムの 内容 で あ る。 こ こで は フー バ ー 報 告 は ,

ヨー ロ ッパ 復 興 よ り も ドイ ツ復 興 を重 視 す る性 格 を持 つ とい う観 点 か ら否 定 さ

れ て い る。 そ して,フ ー バ ー が提 起 した,納 税 者 の 負 担 問題 に対 して は,工 業

水 準 の 上 昇 に よ って 対応 して い る と主 張 され て い る。 そ して,後 に 「マ ー シ ャ

ル プ ラ ン」 と呼 ば れ る こ とに な る計 画 を立 案 し,ア メ リカが ヨー ロ ッパ復 興 に

対 して イニ シア テ ィブ を とっ てい くこ とが不 可 欠 で あ る,と い うこ とが 提起 さ

れ て い る。

この コー エ ンの.メモ ラ ン ダ ムを 含 む フー バ ー報 告 に関 連 す る文書 は長 い 間 日

の 目を 見 る.こと は なか った 。 コー 手 ンが配 布 した資料.は,数 週 の 間,ア チ ソ ン

の フ ナイ ル の 中 に置 き忘 れ ら れ て い た通り〉。8月1日 に よ うや く,そ れ が 発 見 さ

れ,占 領 地 域 担 当 国 務 次 官J.ヒ ル ドリ ン グ(JohnH .Hilldri㎎)の オ フ ィス

に 送 られ た 。 そ して,メ モ ラ ン ダ ム の作 成 作 業 が 開 始 さ.れ,8月6日 に マ ー

シ ャ ル に対 して メモ ラ ン ダムが 提 出 され る こ とに な る釦。

3国 務省か ら大統領へ のメモ ランダム

で は,国 務 省 か ら大統 領 へ と送 られ た メ毛 ラ ンダ ムg内 容 は い か な る もので

2① この こ と 自体,7ー バ ー帳 告 が 検 討 す べ き見 解 を含 ん だ意 味 の あ る.もの と捉 え られ て い な か っ

た こ.とを 示 して い る と い え よ う。

21)「Cザ ル ッマ ン(ChhrlesE.Saltzman)か らマ ー シ ャルへ 」(1947 .8.6,NARA)。
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あ った のか 。 この メモ ラ ン ダム の 中で,国 務 省 は検 討 を依 頼 され た 文 書 に対 し

て 自己 の政 策 を 主張 しだ ㌔ そ の 内 容 は,以 下 の6点 に ま とめ る こ とが で き る。

① 資 本 設 備 の 除去 を停 止 す る とい う こ とは,ポ ツ ダム協 定 に違 反 す る とい う

ポー レー とス テ ィー ル マ ンの見 解 に 同意 す る。

②1946年3月 に合 意 され た 工 業水 準 は,国 境 線 の変 更 や,経 済 的 統一一の失 敗

な どの現 在 の状 況 に応 じて改 訂 さ れ な けれ ば な らな い 。 この 改 訂 は,モ ス ク

ワに お い て米 英 に おい て 合 意 さ れ,米 英 統 合 地 区.にお い て 最 近 そ の具 体 的 な

実施 計 画 が両 国軍 政 府 の 間 で合 意 され た。

③ しか し,こ れ まで の..1業水 準 が ドイ ツの 生 産 を 制 限 しで い たわ けで は な い。

ドイ ツの生 産 は この 工業 水 準 まで 全 て の カ テ ゴ リー で達 して い な い。 実 際 の

ドイ ツの生 産 の ボ トル ネ ックは石 炭 や 食 料 の 不足,輸 送設 備 の崩 壊 で あ る、,

④ ポ ー レーや ステ ィー ルマ ンは以 下 の よ うに 主張 して い る。 つ ま り,ド イ ツ

の設 備 は,国 民 経 済 の平 時 の 状 態 にお い て は過 剰 で あ る。 こ の過 剰 部 分 は 戦.

争 目的 の 商 品 を生 産 して い た 部 分 で あ る。 この部 分 を,他 の ヨー ロ ッパ諸 国

に配 分 す る こ とに よ って そ の 復 興 に 貢 献 さ せ る こ とが で き る。 加 え て,賠 償

問題 が これ に よ って 解 決 す る こ とで ドイ ツ め不 安 定 さが 除 去 さ れ る。 以 上 の

点 に我 々 は 同意 して お り,現 在 陸 軍 省 やOMGUSと 議 論 して い る6

⑤ 国務 省 は,ド イ ツ経 済 へ の アメ.リカ の負 担 を緊急 に削 減す る こ とに,注 意

を払 ってい る。 しか し,賠 償 を停.r_す る こ とで,わ ず か に ドルが 節 約 され る

が,こ れ に よ って ア メ リカの 戦争 目 的 は否 定 さ れ て しま う こ とに な る。

⑥ ヨー ロ ッパ 復 興 が ドイツ復 興 と共 に あ る とい うこ とは 明 らか な こ とで あ る。

しか し,ヨ ー ロ ッパ復 興 の ボ トル ネ ック と して,石 炭 が 不 足 して い る状 況で,

そ れ を ドイ ツが優 先 的 に使 用 す べ きで あ る,と い う フー バ ー氏 の提 案 に は 同

意 で きな い 。 これ は,復 興 に向 か い 努 力 してい る飽 の ヨー ロ ッパ諸 国 の努 力

に対 す る陪 審 とな る。

以 上 が 国務 省 の メ モ ラ ン ダ ムの 内容 で あ る。 国務 省 は,ア メ リカ の ドイ ツ政

23)「 国務省か ら大統領へ」 〔日付不明,NARA)。
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簾 が ドイ.ツ復 興 及 び それ を通 じた ヨー ロ ッパ復 興 を 阻害 してい る,と い う フー

バ ー の批 判 に対 して,自 己 の 政 策 を擁 護 した。 そ して 同 時 に周辺 ヨー ロ ッパ諸

甲 の復 興 に対 して,ド イ ツ経 済 が貢 献 す る こ とを重 視 す る観 点 か ら フー バ ー報

告 を拒 絶 した。 つ ま り,ス テ ィー ル マ ン,コ ーエ ンらが提 起 した よ うに,ア メ

リカが イ ニ シ ア テ ィ ブ を と り,ド イ ツ の経 済 力 を ヨー ロ ッパ復 興 へ と役 立 て る

政 策 一 す な わ ち マ ー シ ャル プ ラ ンー を採 用 す る こ との重 要性 が 主 張 され て

い る置㌔

お わ り に 一 フーバー ・ドイツ報告の位置

1947年6月5口 に マ ー シ ャル プ ラ ぞが発 表 され た。 しか し,フ ー バ ー は そ の

計 画 の実 現 過 程 に対 して,参 加 を求 め られ る こ とは なか った 。 トルー マ ン政権

は フー バ ー に対 して,対 外 政 策 の分 野 で 役 割 を果 た す こ とを 求 め て は い な か っ

た2%

フ ー バ ー報 告 の 内容 は,OMGUSや 陸 軍 省 が 主 導 して い た 「ドイ ツ優 先 復

興論 」 の 系 譜 に位 置 つ く もので あ った 。 フー バ ー は,陸 軍 省=OMGUSと い

う 「ドイ ツ優 先 復 興 論 」 の立 場 か ら,共 和 党 議.会を 背景 と して持 つ強 力 な援 軍

と して期 待 さ れ て い た。

こ う した 背景 を持 ち登 場 した,フ ー バ ー 報告 は 当然 の こと なが ら,国 務 省 内

に お い て 多 くの反 感 を 浴 び た。 ドイ ツ復 興 を認 め て い なか った訳 で は な く,

ヨー ロ ッパ復 興 との 関 連 で,ド イ ツ復 興 を いか に位 置 づ け るか とい う点 に 関 し

23).ま たここで重要な点は,国 務省 が ドイツ復興 を認め ていなか った訳ではない とい うこ とで ある。

ポー レーの.メモランダムには,フ ーバーの批判す るモ.一ゲンソー的な考えが残 存 しているが,国

務省の場合 は異な る。フーバーは,ド イツ復興 をヨー ロ ッパ復 興よ り優 先するこ とで,ヨ 一回.ッ

パ全体の復興 を行 うことを 目標 としてい た、 これ に対 して,国 務省は ドイツ復興 を容認 しつつ も,

それ をヨー ロッパ復 興一 特 に7ラ ンスの復興.と 調和させるこ とを重視 してい た。そ うしな

ければ アメワカを中心と したいわゆ る 「西側同盟」の建設は不ロ∫能で あると考 えて いたためであ

る。.

盟)た だ し,内 政では7ー バ ーが果たす役割が期待されていた.1949年 に行われ た行財政改革のた

めの フーバー委員会などが 良い例であろ う。マー シャルプラ ンに対す るフーバ ーの批判的論点に

つい ては真 鍋俊 二 「戦後経 済復 興政 策論 の一局面.一 マー シャルプ ラ ンに対す るH .C.フ ー

ヴァーの批判 的論点一..」 『法学論集」関西大学,第37巻5・6合 併.号,1988年 を参照、

り
」
幽逃

隠直
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.て腐 心 して きた 国務省 に と って,そ の政 策 は受 入 不 可 能 な もの で あ った 。 そ し

て,マ ー シ ャル プ ラ ン こそ が,そ う した 国 務 省 の 構想 の 実現 で あ っ た。

しか し.国 務 省 に と って も 自己の 路 線 を貫徹 さ せ る た め に は
,共 和 党 議 会 か

ら 同意 を得 る必 要 が あ った 。 そ の 際 の協 力 者 で あ っ た のが ,当 時 共 和 党 の外 交

政 策 を主 導 して い たA.ヴ ァ ンデ ンバ ー グ(ArtherVandenberg ,上 院 外 交 委

員 会 委員 長)やJ.F,ダ レス(JohnFosterDulles,共 和 党 外 交 顧 問)と い っ た

共 和 党 の国 際 主 義 者 グル ー プ の 中心 人物 た ちで あ った 。 これ らの人 物 は,終 戦

直 後 か ら トル ー マ ン政 権 の対 外 政 策 に 影 響 を与 え つ つ,そ れ を 支 え続 け た 。

モー ゲ ンソー プ ラ ンか らマ ー シ ャ ル プ ラ ンへ の移 行 ,そ してマ ー シ ャル プ ラ ン

の 議 会 で の 審議 に際 して,国 務 省 を 支 え続 け た共和 党 の 勢力 とは
,フ ーバ ーで

は な く,こ れ ら の人 物 で あ った25}。

.本稿 で 明 らか に した よ うに,フ ー バ ー報 告 は,国 務 省 に対 して 決 定 的 な 影 響

を与 え る こ と はで きな か った。 それ は,ヨ ー ロ ッパ諸 国 と ドイ ツ経 済 の復 興 と

の関 連 に留 意 した 政策 構 想 で なか った た め で あ る。 フー バ ー は 「ドイ ツの優 先

.的復 興→ ヨー ロ ッパ 復 興 」 とい う図式 を主 張 した 。 しか し,ヨ ー ロ ッパ諸 国が

.そ う した 図 式 を受 け 入 れ る可 能性 は皆 無 で あ った 。 国 務 省 は ヨー ロ ッパ 諸 国.

. 一 特 に フ ラ ンスー との 関係 を調 整 しな が ら ドイ ツ復 興 を ヨー ロ ッパ 内 に位

置 づ けて い く政 策 を採 用 した 。 そ れ が マ ー シ ャル プ ラ ンで あ った 。

で は.フ ー バ ー報 告 は歴 史 的 に 見 て い か な る意 味 を有 して い た の で あ ろ うか
。

そ れ は,フ ーバ ー報 告 が 政 策 過程 や 肚 論 に残 存 して い る ドイ ツ懲 罰 的 な モ ー ゲ

ン.ソー プ ラ ンの 残 滓 を 一 掃 す る役 割 を担 った 点 に見 出 さ れ るべ きで あ ろ う
。

また,フ ー バ ー 報 告 の影 響 は それ だ サ に留 ま らな い。 逆 に フー バ ー 報 告 の残

滓 が ア メ リ カの ド イツ 政 策 を混 乱 させ る こ とに な る。 つ.ま り,OMGUS長 官

25)フ ーバー報 告が陸軍省 ・OMGUSと 共和党 との超党派外 交の試みであ ったす れば,ダ レス,
ヴ ァンデンバー グと国務省 との関係 は,国 務省にζる共和覚 との超覚派外交の試みであ った とい

えよう。 この後者の試み に関 して は拙稿 「J・F・ ダレス(JohnFosterDuller)と アメ リカの

ドィッ経済復興政策....一超 党派外交 とマーシ ャルプラ ンの起源 に関する 考 察一一一」 『史彬 第

83巻4号,2000年 ア月,1㎝ 一捻3べ ・一ジを参照。



H.フ ー バー(HevbertHoover)の ドイツ報告(1947年3月18口)と そ の歴史 的位 置(143)51

ク レ イの ドイ ツ優 先 復 興 政 策 が,ア メ リ カ国務 省 及 び,マ ー シ ャ ル プ ラ ンの 実

施 機 関で あ る 経 済 協 力 局(ECA)の 批 判 の 中;そ の 後1949年 初 頭 まで 残 存 し

た そ の根 拠 を フーバ ー報 告 は与 えた の で あ る。 マ ー シ ャル プ ラ ン下 で の ア メ リ

カの ドイ ツ経 済 復 興 政 策 はそ の初 期 に お い て,こ の フー バ ー 報 告 に支 え られ た

ク レ イ とECAと の 対 立 の 中 で 再 び 混 乱 の 時 を迎 え る こ と に な る凶。
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2帥 例 え ば,ク レイ は ドイ ツ の ドル獲 得 とい う視 点 か ら貿 易 に お い て ドル決 済 を義 務 づ け た(ド ル

条 項 問 題 〉.し か し国 務 省 ・ECAは そ れ を ヨ 一 口 フパ 全 体 の 貿 易 秩 序 の 再 建 とい う観 点 か ら,

ドイ ツ と ヨー ロ ッパ 諸 国 との 貿 易 関 係 を 阻 害 す る と して,激 し く非 難 した。 詳 し くは古 内博 行

「ドル 条 項 問 題 と西 ドイ ツ経 済 の復 興 」(廣 田功 ・森 建 資 編 『戦 後 再 建 期 の ヨー ロ ッパ経 済」 日

本 経 済 評 論 社,1998年),特 に119-123ペ ー ジ を参 照 。 ま たOMGUSとECAの 対 立 に 関 して は,

T.Schwartz,"EuropeanIntegrationandthe`SpecialRelationship'=ImplementingtheMarshall

Planind,,FederalRel川blic"in7んM血 π加'∠P駈 ηα7㎡ σ伽 α脇 巳ds.byC.MaierandG.Bis・

chof,Providence,Barg,1991を 参 照 。


